
令和4年11月24日

公益社団法人 日本医師会
医師の働き方改革推進室

医療機関勤務環境評価センターの評価の流れと
受審手続きについて

愛知県医療勤務環境改善支援センター
第４回医療機関に対する働き方改革セミナー
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本日の内容

1.医師の働き方の制度の概要（確認）

2.評価受審にあたっての留意事項

3.「評価項目と評価基準」解説集、全体評価の考え方

4.特定労務管理対象機関の指定に向けて
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第17回医師の働き方改革の推進に関する検討会 資料
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２０２４年４月～ 医師にも時間外労働の上限規制が適用されます

２０２４年４月以降は、年960時間超の時間外・休日労働が可能となるのは、都道府県知事の指定を受けた医療機関で

指定に係る業務に従事する医師（連携Ｂ・Ｂ・Ｃ水準の適用医師）のみ

4

連携Bの活用を！

まずは、2024年4月までに1860時間以下へ！



評価センター
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審査組織

医師の働き方改革の推進に関する検討会 中間報告参考資料（2020年12月22日）
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特定労務管理
対象機関

特定地域医療提供機関
（Ｂ水準）

連携型特定地域医療提供機関
（連携Ｂ水準）

技能向上集中研修機関
(Ｃ－１水準）

特定高度技能研修機関
（Ｃ－２水準）

集中的技能向上水準
（Ｃ水準）

地域医療確保
暫定特例水準

診療従事勤務医に2024年
度以降適用される水準

（Ａ水準）

医療機関の分類

医療機関

評価センターの受審を経
て、都道府県から指定さ
れる医療機関の総称
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2022年9月16日から公開 URL：https://sites.google.com/hyouka-center.med.or.jp/hyouka-center/
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2022.4
(R4.4)

評価センターの評価

Ｃ-２水準関連
審査受審

審査結果受領

臨床研修・専門研修プログラム／カリキュラム内へ
時間外労働時間数明示

特定労務管理対象機関の指定に係る都道府県・医療機関の手続の流れ

指定結果
通知

都道府県
医療審議会
意見聴取

指定公示
評価公表

時短計画案
作成

評価センター
評価受審

評価センター
評価結果受領

指定結果
受領

Ｃ-２水準

Ｃ-１水準

厚生労働大臣（審査組織）の確認

都

道

府

県

医

療

機

関

指定申請
受付

指定申請
提出

2024.4
(R6.4)

Ｂ水準
連携Ｂ水準
Ｃ-１水準
Ｃ-２水準

Ｃ水準に関する追加事項

評価センター
評価結果受領

時短計画：医師労働時間短縮計画
評価センター：医療機関勤務環境評価センター

2022.04.01 厚生労働省施行通知 資料を一部加工 17

36協定の締結
労基署への届け出



• 医療機関に対する書面評価の案内

• 医療機関から書面書類受領→サーベイヤー割振・書面評価の依頼

• 書面評価実施→審査部会委員と協議→報告書提出

• 評価委員会審議

• 評価委員会審議結果を医療機関及び都道府県に報告

受付

１～2カ月

－
（受付からの月数）

2～3カ月

都道府県
にて対応

3～4カ月

評価センターへ書面評価の書類を提出してから評価結果を受け取るまでに、最低でも４ヶ月の
時間がかかることをご了承ください。また、評価結果を受け取ったあとに、改めて都道府県へ
の指定申請が必要となります。このため、その指定に向けた手続きの時間から逆算して、評価
センターの申請時期をよくご検討いただくようお願いします。

評
価
セ
ン
タ
❘
の
業
務

申請から評価結果受取までのスケジュール

• 都道府県（医療審議会相談含む）で審議承認

• 指定の公示、各医療機関に結果報告、評価センターにも報告
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評価項目数

項目数 必須
必須
以外

<1>
労務管理体制
（ストラクチャー）

48 24 24

<2>
医師の労働時間に向けた取組
（プロセス）

30 0 30

<3>
労務管理体制の構築と労働時間
短縮に向けた取組実施後の結果
（アウトカム）

10 4 6
アウトカム項目79，80，
81，82は時間外・休日
労働に関する実績値

計 88 28 60

全体評価を行う際の分類

必須項目 28項目

必須以外
（アウトカム項目79-82を除く）

56項目

必須以外（アウトカム項目79-82） 4項目

計 88項目

評価項目数(新規の場合）

項目数 必須
必須
以外

<1>
労務管理体制
（ストラクチャー）

41 18 23

<2>
医師の労働時間に向けた取組
（プロセス）

29 0 29

<3>
労務管理体制の構築と労働時間
短縮に向けた取組実施後の結果
（アウトカム）

6 0 6
アウトカム項目79，80，
81，82は時間外・休日
労働に関する実績値

計 76 18 58

全体評価を行う際の分類(新規の場合）

必須項目 18項目

必須以外
（アウトカム項目79-82を除く）

54項目

必須以外（アウトカム項目79-82） 4項目

計 76項目

32

＜必須以外（アウトカム項目79-82）の内容＞
79：Ｂ水準、連携Ｂ水準及びＣ水準適用医師の年間平均時間外・休日労働時間数

（前回評価時又は前年度からの年間平均時間外・休日労働時間数が減少していれば〇）

80：Ｂ水準、連携Ｂ水準及びＣ水準適用医師の年間最長時間外・休日労働時間数
（前回評価時又は前年度から年間最長時間外・休日労働時間数が減少していれば〇）

81：年間の時間外・休日労働が960時間超1860時間以下の医師の人数・割合・属性
（前回評価時又は前年度から人数・割合が減少していれば〇）

82：年間の時間外・休日労働が1860時間超の医師の人数・割合・属性
（令和5年度までの評価は、前年度から人数・割合が減少していれば〇。令和6年度以降の評価では０になっていれば〇）

この切り口をベースに
全体評価を行う
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評価時点における
必須18項目の達成度

すべての項目で
取組が十分

必須項目に取組が出来ていない項目がある場合
必須項目の取組支援。
（達成できず一定の期間を経た場合は4-2）

４－２．労働関係法令及び医療法に規定された事項
（必須項目）に関する医療機関内の取組に改善の必
要がある。

①必須以外54項目
（アウトカム項目79～82除く）
の評価時点での取組状況

+
②必須以外54項目
（アウトカム項目79～82除く）
に評価時点で取り組んでいない
場合の、医師労働時間短縮計画
の策定状況

+
③必須以外4項目
（アウトカム項目79-82）
の達成状況

定型コメント必須以外の項目の達成度

１．医師の労働時間短縮に向けた医療機関内の取組
は十分に行われており、労働時間短縮が進んでいる。

２．医師の労働時間短縮に向けた医療機関内の取組
は十分に行われているが、労働時間短縮が進んでい
ない。

３．医師の労働時間短縮に向けた医療機関内の取組
に改善の必要があるが、医師労働時間短縮計画案か
ら今後の取組の改善が見込まれる。

４－１．医師の労働時間短縮に向けた医療機関内の
取組に改善の必要があり、医師労働時間短縮計画案
も見直しが必要である。

医療機関に【中間報告】
いったん評価を保留して、医療機関に対して一定期間（90日）
のうちに改善に向けた取組を実施するよう依頼。
評価センターは改善の支援をしていく。

全体評価の仕方
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サーベイヤー
調査結果報告書提出（個別項目評価と全体評価）

審査部会
全体評価：1，2，3

内容を確認

必須項目未達成や、現時点の取組状況や今後の取組予定に改善
の必要がある場合、医療機関に【中間報告】を行う。
この場合、いったん評価を中断して、医療機関に対して一定

期間（90日）のうちに改善に向けた取組を実施するよう依頼。

評価委員会
審査部会の審議結果を踏まえ、評価委員会として評価結果を決定

理事会
評価委員会の審議結果を踏まえ、評価センターとして評価を決定

・医療機関から指定申請を受領
・都道府県医療審議会や地域医療対策協議会などを経て指定決定
（医療機関によっては勤改センター等による支援も検討）

医
療
機
関
勤
務
環
境
評
価
セ
ン
タ
ー

都道府県に結果通知
医療機関に結果通知
（14日間以内に質問があれば対応）

・結果を確認し、都道府県に指定申請

質問なし

サーベイヤーの評価から評価決定までの流れ

改善を確認
全体評価：1，2，3

改善が不十分
全体評価：4-1、4-2

医療機関

・都道府県の指定通知後に36協定を締結 ・医療機関に指定通知、指定の公示と評価結果の公表

都道府県
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2.評価申請に必要な文書等の確認・共有
・医療機関基本情報シート
・医療機関勤務環境評価センター自己評価シート
・医師労働時間短縮計画

1.医師労働時間短縮の取組を行う院内体制の整備
院長等のトップが主導するプロジェクトチーム、既存の委員会等を活用する等、様々な方法が考えられる。
それぞれの医療機関等で実情に応じた形態をとる。

3.評価申請の具体的準備
評価センターへの受審申込にあたっては、事前に勤改センターの労務管理アドバイザー（社労士）に相談する。
(1)評価申請する水準を決定（Ｂ水準、連携Ｂ水準、C-1水準、C-2水準）
(2)評価項目・評価基準における必須項目、必須以外の項目の取組の現状を確認・共有する。
(3)必須項目について、できている項目は必要書類を準備。できていない項目は最優先で準備。
(4)必須以外の取組済の項目について、必要書類を準備する。
(5)必須以外の未取組の項目について、各医療機関の実態に応じ、医師労働時間短縮計画の中に盛り込む

4.都道府県への指定申請・36協定締結
・評価センターの評価結果を添えて、都道府県に指定申請手続きを行う。医療審議会などを経て都道府県が指定公示を行う。
・都道府県からの指定結果通知を受けて、労使協定をうえ36協定を締結し、労働基準監督署に届け出る。

5.継続的な取組
・特定労務管理対象機関は、医師労働時間短縮計画に従って継続的に取り組む。
・特定労務管理対象機関は、評価センターの評価受審の有無に拘わらず、毎年、医師労働時間短縮計画を都道府県に提出する。

特定労務管理対象機関の指定に向けて

・全体評価は、①必須項目のクリア、②必須以外の項目の取組、③必須
以外の未取組項目の医師労働時間短縮計画策定、の３つで行われる

・医師労働時間短縮計画は、各医療機関の実態に合わせ、未取組項目を
中心に作成する



医療機関基本情報入力シート
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「取組状況」に各項目の補足
コメントをいれたいただく

・提出資料は該当箇所
の抜粋ではなく、全体
を提出する。
・各項目にかかわる該
当箇所のページを記載
する。
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サーベイヤー評価シート
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評価センターホームページURL：https://sites.google.com/hyouka-center.med.or.jp/hyouka-center/

評価センターへのお問い合わせについて

44



ご清聴、ありがとうございました
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